
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 小榊地区の主な行事 場所等 

１月 3 日(木) ねずみ島泳ぎ初め式 ねずみ島 10：00～ 

１月 3 日(木) 小榊地区成人式 
小榊地域センター２F 

10：30～ 

１月 7 日(月) 小榊地区消防出初式 
小榊地域センター２F 

14：30～ 

１月 17 日(木)～ 
神の島プール 

冬季水泳教室 

神の島プール 

3 月 18 日(月)まで 

１月 18 日（金） 子宮がん検診 
小榊地域センター２F 

9：00～10：30 

２月４日（月） 
小榊地域の市・県民税

の申告受付 

小榊地域センター２F 

10：00～16：00 

【参考】 

◆市・県民税の 

 申告 

・西公民館会場  2/15（金）10:00～16：00 

・NBC 別館２階会場 3/１（金）～3/15（金） 

            9:00～16：00（土日を除く） 

◆税務署による 

 確定申告受付 

・NBC 別館１階 2/18（月）～3/15（金） 
9:00～16：00（土日祝日を除く） 

（但し 2/24（日）、3/3（日）は受付可） 

11.9 

21.3 

9.0 

15.4 

11.4 

10.9 

13.5 

6.0 

28.6 

38.7 

57.5

59.7

52.6

61.5

61.9

54.0

56.9

58.6

64.3

58.1

30.6

18.9

38.4

23.2

26.7

35.1

29.5

35.3

7.1

3.2

15.3 

13.9 

12.9 

12.2 

12.1 

12.0 

11.9 

11.9 

66.8 

65.3 

63.0 

60.9 

59.9 

59.2 

58.4 

57.5 

17.8 

20.8 

24.1 

26.9 

27.9 

28.8 

29.7 

30.6 

小榊地区のおもな行事 

★小榊地区は、子どもの割合が高い地区と高齢者の割合が 
高い地区が混在する地域です！ 

  
前回は、長崎市と小榊地区の人口の推移を紹介しました。今回は、年齢３区分別（14 歳以下、１５歳～６４歳、65歳以上）の人口の推

移を特集しました。 

長崎市は、少子化とともに高齢化が年々進み、平成 10年の 17.8％に対し、平成 29 年は２倍近くの 30.6％になっています。 

一方小榊地区は、市全体と比較し、高齢化率は、18.9％と低く、逆に 14 歳以下の子どもの割合は、21.3％となっており、特にみなと坂

２丁目の 14歳以下 38.7％という数字は、長崎市で 2 番目に高い割合となっています。小榊地区全体としては、子どもの割合が多く、高齢

者の割合が少ない地域となりますが、細かく見てみると木鉢町１丁目、神ノ島町１丁目、３丁目は、高齢化率で長崎市の平均を超えていま

す。 

小榊地域の課題としては、子どもが多い地域として健全に子どもが育っていく環境をつくるとともに、今後、進んでいく高齢化にいかに対

応するかが地域づくりの鍵になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  
平成 31年 1月１日 長崎市小榊地域センター発行 小榊地域の人口等（H30 年 11 月末現在） 世帯数 2,571 世帯 人口 6,684 人（男 3,178 女 3,506） 

 

Vol.２ 

こさかき 地域センターだより 

新年あけましておめでとうございます！ 
     

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

今年はいよいよ平成最後のお正月となり

ます。昨年、小榊地区では、１月に神の島

プールがオープンしました。長崎市では、

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」が世界文化遺産として登録されるなど

大きな出来事がありました。 

今年は、新元号のスタート、統一地方選挙、消費税率の改正などが

予定され、市民生活にも様々な影響が予想されます。 

今年も地域の皆さんの役に立つ身近な市役所として、職員一同頑張

ってまいりますので、何かありましたら、小榊地域センターへ気軽に

ご相談ください！ また、地域の行事の様子など小榊地域センターホ

ームぺージでも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

数字で考える こさかき 

０～14歳 15～64歳 

０～14歳 15～64歳 64歳以上 

 

64歳以上 

(平成 29年末) 

小榊地区全体 



 

 
   

●前回に引き続き、第 2次世界大戦頃から昭和４０年代までの主な 

出来事をまとめました。続きは次号へ 

年代 出来事 

昭和 17年 10月 
長崎要塞防空隊、防空第２１大隊と改称し、神

ノ島に陣地を新設 

昭和 17年 10月 
木鉢町に三菱造船所木鉢寮を建設 

（木造２階建 1500人収容） 

昭和 17年 11月 1日 
木鉢双葉園落成 

（昭和 10年 9月に木鉢愛児園として設立） 

昭和 18年 10月 
防空第 21 大隊戦備強化により木鉢に高射砲

陣地を新設 

昭和 19年２月 稲佐警察署木鉢町巡査駐在所設置 

昭和 19年 8月 11日 長崎空襲で三菱造船所木鉢寮の一部損壊 

昭和 19年 8月 ねずみ島閉鎖（昭和 21年までの３か年） 

昭和 20年 8月 9日 原爆投下により木鉢聖堂大破使用不能となる 

昭和 21年 12月 24 被爆した木鉢聖堂の修理完成 

昭和 22年 4月 15日 市立木鉢中学校開校(西泊中の前身) 

昭和 22年 7月 21日 ねずみ島３年ぶりに再開 

昭和 22年 9月 22日 小榊出張所を小榊支所に改める 

昭和 23年 3月 31日 小榊成年学校廃止 

昭和 24年 
航海安全を祈願して大聖母マリア像が安置さ

れる 

昭和 24年頃 
埋め立てで、神ノ島、小瀬戸の間が陸続きとな

る。 

昭和 25年 4月 1日 
第 4次市域拡張により西彼杵郡福田村大浦郷

字網場ノ脇を長崎市小瀬戸町に編入 

昭和 27年 8月 3日 
長崎遊泳協会創立 50周年記念式典をねずみ

島で挙行 

昭和 30年 大悲堂を大悲寺に改称 

昭和 30年 1月 1日 
旧小榊、旧神ノ島両小学校を合併して、小榊

小学校を創設（19学級、児童数 809人） 

昭和 37年 8月 29日 
集中豪雨で神ノ島町でがけ崩れ 12戸全半壊 

死者１人、軽傷者１４人 

昭和 38年 8月 16日 高鉾島が長崎市の風致地区に追加 

昭和 38年 9月 1日 木鉢ごみ焼却場操業開始 

昭和 40年 7月 2日 
集中豪雨で神ノ島町でがけ崩れ２戸倒壊 

死者４人、重軽傷者４人 

昭和 41年 11月 19日 市道大浜町木鉢町線完工 

昭和 44年 5月 西泊トンネル開通（立神町～西泊町） 

昭和 45年４月 小榊小学校体育館落成 

昭和 45年 12月 25日 長崎市北消防署木鉢派出所を開設 

昭和 47年 6月 1日 西泊中学校新校舎が西泊町 198番地に完成 

昭和 47年 8月 20日 
ねずみ島 70 年の伝統に別れを告げる最後の

大名行列が行われる 

※主な出典「小榊」（小榊連合会自治会発行）「長崎市小瀬戸町史跡」（平山久敏著） 

 

 

豆知識 小榊地区の歴史 第２弾！  

小榊地域センター 
住所：〒850-0077 長崎市小瀬戸町 1015番地 7 

電話：095-865-0740 FAX：095-834-4002   

窓口時間：月曜～金曜（8：45～17：30） 

※祝日及び 12月 29日～１月３日を除く 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★小榊会館（小榊地域センター2 階）での申告受付は、 

２月４日（月）10:00～16:00 のみです！ 

NBC 別館２階会場は、 ３/１（金）～３/15（金） 

※土日を除く 9:00～16：00 

■ 申告が必要なかた 

●平成 31年 1月 1日現在で長崎市に住所があり、平成 30年中に所
得があったかた 

●長崎市に住所がなくても、平成 31年 1月 1日現在で市内に事務所、
事業所、家屋敷があるかた 

■ 申告が必要でないかた 

●勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されるかたで、給与以外
に所得がないかた 

●公的年金、恩給以外に所得がなく、次の①か②に該当するかた 
① 65歳以上（昭和 29年 1月 1日以前生まれ）で、年金収入が 

151万 5千円以下 
② 65歳未満で年金収入が 101万 5千円以下 

●税務署に確定申告をするかた 
（所得税では、給与所得があるかたで給与及び退職所得以外の所得
が 20万円以下のときは、通常、確定申告をする必要がありませんが、

市・県民税は、20万円以下の場合でも申告が必要です） 
●収入がなかったかたも、諸官庁や勤務先などへ「所得・課税証明書」
や「非課税証明書」などを提出するかたは申告が必要です。 

 
※給与および年金収入のみのかたで、源泉徴収票記載の内容以外に控
除（医療費など）があるかたは、申告されると有利な場合があります。 

■ 申告に必要なもの 

●マイナンバーカード または 通知カード+運転免許証や保険証など本

人確認ができるもの 

●印鑑 

●平成３０年の所得が分かるもの（給与所得者・年金受給者は源泉徴収

票。営業・農業収入などがあるかたは、収支内訳書など） 

●社会保険料の領収書、口座振替納付済通知書または納付確認書 

●生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険などの控除証明書 

●医療費の控除を受けるかたは、医療費等の明細書、医療保険者等発

行の医療費通知書。スイッチＯＴＣ薬控除を選択する場合は、検診や

予防接種などを受け発行される領収書または結果通知書およびスイッ

チＯＴＣ医薬品の領収書（レシート） 

●配当、原稿料、講演料、個人年金、生命保険の満期返戻金などがあ

るかたは、平成 30年分の支払調書など 

●雑損・寄附金控除を受けるかたは、領収書 

●配偶者や扶養されているかたに所得がある場合は、源泉徴収票など

配偶者の平成 30年中の所得が分かるもの 

●本人または扶養されているかたが障害者の場合は、障害者手帳や療

育手帳など 

■ 参考及び注意！ 

●国民健康保険税の申告は別途必要です。 

（申告が必要と思われる世帯には、１月下旬に申告書を送付します） 

●所得税の簡易な還付申告（医療費控除など）も受け付けますが、内容

によっては NBC別館（所得税確定申告相談会場）を案内される場合

があります！ 

【お問い合わせ】 市・県民税の申告 市民税課 829-1427 

         確 定 申 告 長崎税務署 822-4231 

         国民健康保険税の申告 国民健康保険課 829-1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

市・県民税申告は３月 15 日（金）までに！ 

 

現在、昨年小榊 
地域センターで

咲いた朝顔とひま
わりの種を窓口で
配布しています！
気軽にお立ち寄り
ください！ 

 

中身を使いきれないスプレー、ガスボンベ、

ライターの拠点回収を小榊地域センターで行

っています！ご利用ください！ 


